
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律要綱 

 

第一 教育公務員特例法の一部改正 

 一 「研修実施者」及び「指導助言者」を定義することとすること。 （第二十条関係） 

 

 二 教員研修計画に定める事項として、研修実施者が指導助言者として行う四の２に定

める資質の向上に関する指導助言等の方法に関して必要な事項（研修実施者が都道府

県の教育委員会である場合においては、県費負担教職員について市町村の教育委員会

が指導助言者として行う資質の向上に関する指導助言等に関する基本的な事項を含む

。）を加えることとすること。           （第二十二条の四第二項関係） 

 

 三 研修等に関する記録の作成等 

  １ 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、文部科学省令で定めるところによ

り、当該校長及び教員ごとに、研修の受講その他の当該校長及び教員の資質の向上

のための取組の状況に関する記録（以下「研修等に関する記録」という。）を作成し

なければならないこととすること。        （第二十二条の五第一項関係） 

 

  ２ 研修等に関する記録には、当該校長及び教員が受講した研修実施者実施研修に関

する事項等を記載するものとすること。      （第二十二条の五第二項関係） 

 

  ３ 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者が都道府県の教育委員会である場合に

おいては、当該都道府県の教育委員会は、指導助言者に対し、当該校長及び教員の

研修等に関する記録に係る情報を提供するものとすること。 

                          （第二十二条の五第三項関係） 

 

 四 資質の向上に関する指導助言等 

  １ 公立の小学校等の校長及び教員の指導助言者は、当該校長及び教員がその職責、

経験及び適性に応じた資質の向上のための取組を行うことを促進するため、当該校

長及び教員からの相談に応じ、研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会

に関する情報を提供し、又は資質の向上に関する指導及び助言を行うものとするこ

と。                      （第二十二条の六第一項関係） 

 

  ２ 公立の小学校等の校長及び教員の指導助言者は、１による相談への対応、情報の

提供並びに指導及び助言（以下「資質の向上に関する指導助言等」という。）を行う

に当たっては、当該校長及び教員に係る指標及び教員研修計画を踏まえるとともに

、当該校長及び教員の研修等に関する記録に係る情報を活用するものとすること。 

                      （第二十二条の六第二項関係） 

 

  ３ 指導助言者は、資質の向上に関する指導助言等を行うため必要があると認めると

きは、独立行政法人教職員支援機構、認定講習等を開設する大学その他の関係者に
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対し、これらの者が行う研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関す

る情報の提供その他の必要な協力を求めることができることとすること。 

（第二十二条の六第三項関係） 

 

 五 その他所要の改正を行うこと。 

 

第二 教育職員免許法の一部改正 

 一 普通免許状及び特別免許状を有効期間の定めのないものとし、更新制に関する規定

を削除することとすること。              （第九条～第九条の四関係） 

 

 二 普通免許状の授与を受けるために必要な科目の単位のうち、教科及び教職に関する

科目（教員の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文

部科学省令で定めるものに限る。）又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させる

ために大学が設置する修業年限を一年とする課程について、その修業年限を一年以上

とすることとすること。                    （別表第一関係） 

 

 三 普通免許状を有する者が教育職員免許法別表第八により他の学校種の普通免許状の

授与を受けようとする場合に必要な最低在職年数について、当該年数に含めることが

できる勤務経験の対象に、授与を受けようとする免許状に係る学校及び学校以外の教

育施設のうちこれらの学校に相当するものとして文部科学省令で定めるものを追加す

ることとすること。                      （別表第八関係） 

 

 四 その他所要の改正を行うこと。 

 

第三 施行期日等 

 一 この法律は、令和四年七月一日から施行することとすること。ただし、第一につい

ては令和五年四月一日から施行することとすること。      （附則第一条関係） 

 

 二 この法律の施行の際現に効力を有する普通免許状及び特別免許状であって、改正前

の教育職員免許法の規定により有効期間が定められたものについては、この法律の施

行の日以後は、有効期間の定めがないものとすること。     （附則第三条関係） 

 

 三 二のほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置等を定めること。 

               （附則第二条、附則第十二条及び附則第十四条関係） 

 

 四 その他関係法律について所要の改正を行うこと。 

（附則第四条～附則第十一条及び附則第十三条関係） 




